
令和５年度

　　東御市都市計画審議会

令和６年２月14日

資料１
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・都市計画マスタープラン・立地適正化計画の策定について



　平成17年度～令和７年度
　（中間見直し平成28年度）

　令和８年度～令和28年度
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・都市計画マスタープラン・立地適正化計画の策定について



都市計画マスタープラン

立地適正化計画はマスタープランとしての性格を持っている
ことから、その一部は都市計画マスタープランとみなされる。
そのため、都市の将来像（まちづくりの思い）を方針とした
都市計画マスタープランと、現状の課題から持続可能な都市
構造を方針とした立地適正化計画は一体的に策定することが
可能。

　将来像を描き、その実現を目指した取組みの方策を示し
ている。

立地適正化計画

　現状の課題から、持続可能な都市構造を目指し実現化に
向けた目標、方針の方策を示している。
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第３次東御市総合計画の策定（市の上位計画）
人口の急激な減少・高齢化社会
激甚化する災害リスク
都市再生特別措置法における国のコンパクトシティ施策、など

東御市の将来像（まちづくりの思い）
暮らし続けられる持続可能な都市構造

基本的なまちづくり方針

都市計画マスタープラン・立地適正化計画の策定

社会情勢の変化

立地適正化計画は５年ごと調査、分析及び評価を行い、必要に応じて見直しを実施する。



　令和６～７年度
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令和６年度 令和７年度
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・地域別構想の策定

・実現化方策の検討

・まちづくり方針の検討
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都市計画審議会
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国、県計画　など
第３次東御市総合計画　

東御市まち・ひと・しごと創生第２期総合戦略

都市計画マスタープラン

立地適正化計画

   都市計画の決定・変更 　　    個別計画などの検討 まちづくりのルール化の検討

         ま　ち　づ　く　り　の　実　施
　　　　　　〇都市計画事業の推進、地区計画の導入、まちづくり協定などの締結

意

見

反

映
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（設置）
第１条 東御市都市計画マスタープラン（以下 「都市計画マスタープラン」とい
う。）及び立地適正化計画を策定するため、東御市都市計画審議会条例（平成16年
東御市条例第 145 号。以下「条例」という。）第４条の規定に基づき、都市計画法
（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の2 第 1 項に規定される「市町村の都市計画に関
する基本的な方針」（以下「市町村マスタープラン」という。）及び都市再生特別措
置法（平成 14 年法律第 22 号）第 81 条第 1項に規定される「立地適正化計画」に関
し検討を行うため、東御市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定検討委員
会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査、検討等を行う。
（１）都市計画マスタープラン策定に関する事項
（２）立地適正化計画策定に関する事項
（３）前各号に掲げるもののほか、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に
   関して必要な事項
（組織）
第３条 委員会は、都市計画審議会長が指名する都市計画審議会委員及び条例第４条
第３項に基づき市長が委嘱する臨時委員若しくは専門委員の15人以内で組織する。
２ 臨時委員若しくは専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 東御市内各地区の地域づくり関係団体に属する者
(3) 都市計画に関する実務経験者

東御市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定検討委員会設置要綱 (抜粋)
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公園施設長寿命化対策
R5：市民プール配管等改修工事
　　 プールサイド改修工事

下水道施設統廃合事業
R5：東上田処理場接続工事

令和５年度都市計画事業について



公園施設長寿命化計画進捗状況

令和５年度　市民プール配管等改修工事　

令和５～６年度にかけてプールサイドの改修工事を予定。
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◆背景
• 下水道の施設整備から一定の期間が経過し、施設の老朽化により今後、施設の更新
需要の増大が見込まれる。

• 人口減少や少子高齢化等の社会情勢に伴い、施設利用率の減少が見込まれる。
• これらの課題を解決するため、下水道施設の統廃合をすることで、更新需要費の抑
制と施設の効率的な運営により、維持管理費の削減を図る。

◆具体的内容
• 「新たな下水処理計画」に基づき、東部地区は農業集落排水７地区とコミュニティ
プラント１地区を公共下水道へ編入・接続する計画とした（９施設→１施設）。

• 北御牧地区は大型合併浄化槽２地区を特定環境保全公共下水道へ、コミュニティプ
ラント２地区は農業集落排水（下八重原処理場）へ編入・接続することを予定して
いる（８施設→４施設）。

• 全体計画としては、17施設を５施設へ統廃合する。
◆効果
• 平成30年度から統廃合事業を開始し、令和4年度末で6つの処理場の編入・接続が
完了し、維持管理費が削減された。（平成31～令和4年度で▲約16,371千円）

• 現在、浄化槽処理の東部湯の丸サービスエリアをR3～R6までに公共下水道へ接続。
• 下水道施設の統廃合事業の推進と合わせて、ストックマネジメント計画に基づき、
受け皿となる東部浄化センターを計画的に改築・更新を行うことにより、安定した
操業とランニングコストの縮減を図っている。

• 下水道施設の統廃合事業については、関係区への協議、説明を丁寧に行い、合意形
成を図りながら推進している。

東御市下水道施設統廃合事業の推進
長野県東御市都市整備部上下水道課

• 行政区域内人口  29,550人   （令和5年1月1日時点）
• 行政区域内面積  112.37Km2（令和5年1月1日時点）
• 処理区域内人口  27,209人   （令和4年度決算）

広域化等

統廃合事業イメージ図

• 令和5年度に東上田処理場、令和6年度に寺坂コミュ
ニティプラントを接続予定。

• 北御牧地区は令和６年度に全体計画・変更認可を予
定し、令和12年度に全ての統廃合が完了予定。

• 平成28年度に計画の認可、H30：別府、R元：滋野、
R2：和南部と金井、R３：田沢、R4:新屋処理場の
接続工事が完了。

下水道事業

人口減少に伴い下水道施設の統廃合を進め、下水道施設の効率的な維持管理と経営基
盤の安定化を図った。

◆総事業費 ２８９，５０８千円（平成29年度～令和4年度まで）
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